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地域づくり担当 ：04-2962-7711
住民事務担当 ：04-2964-0111
地域包括支援センター：04-2960-6322

利用者懇談会開催のお知らせ

公民館事業のお知らせ

自治会加入世帯限定
『自治会優待カード』を知っていますか？

冬休み書道教室開催しました。

※センターだより内のＱＲコードをクリックまたはタップでもリンク先のページを閲覧いただけます。

https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/5/index.html
https://www.facebook.com/city.iruma.higashikanekokouminkan/


今月は以下の日程で
来所します。

７日、１４日、２１日
（全て金曜日）
14：１0～14：４0

休所日は施設自体がお休みとなります。
来所いただいても、開いていませんのでご注意
ください。

１ １日（火） 建国記念の日
23日（日） 天皇誕生日
24日（月） 天皇誕生日の振替休日

お
し
ら
せ

今 月 の
やまばと号

今月の 所日休

問合せ：東金子地区センター 04-2962-7711

・優先予約を継続する団体
・令和7年度新規に活動を予定している団体
・17：00以降利用をしている団体、個人
※当日参加できない場合は、後日窓口までお越しください。

令和7年２月１９日（水）
13：30～15：00（予定）

東金子地区センター 大会議室
※懇談会後に、避難訓練を行います。
可能な方は参加にご協力をお願いします。

場 所

日 時

対 象

サークル活動を通して

地域づくり担当（公民館）からのお知らせ

つながりづくり 人づくり 地域づくり

趣味などの
スキルアップや
自己実現

人とのつながりや
交流を深める

学んだことを
家庭や学校など
地域に還元



イ
ベ
ン
ト

公民館事業のお知らせ

地域振興課からのお知らせ

～公民館後援事業～
「東金子地区に伝わる古典文化を再発見し、地区の財産を披露・伝承していく催し」

東金子地区に古くから伝わる古典文化に触れることで、その時代に思いを馳せ、地区の財産である良き
文化を伝承していく。

日 時 令和７年２月16日（日） １３:３0～
場 所 東金子地区センター 大会議室

内 容 ①新久観音鉦はり

②新久木遣り
③落語（東金子地区在住の素人落語家「葵家星々」）
④居合（東金子地区センターで活動しているサークル居合の会）

申 込 不要（当日会場にお越しください。）
主 催 東金子地区に伝わる古典文化を伝承していく世話人会
後 援 東金子公民館（地区センター）

公民館事業のお知らせ

～公民館後援事業～
「ごろごろスペシャル ～つくってあそぼう！～」

段ボールや模造紙など、いろんな材料で作りたいものをつくって遊びましょう！

日 時 令和７年３月1日（土） 1３:00～16：00
場 所 東金子地区センター 大会議室
対 象 小学生
申 込 不要（当日会場にお越しください。）
持 物 水筒
主 催 ＮＰО法人あそびあーと☆こども劇場いるま
後 援 東金子公民館（地区センター）

かね

きや



東金子地区内の学校だよりはこちらのQRコードを読み取りまたはクリック（タップ）

東金子小学校 新久小学校 東金子中学校

※更新日は学校によって異なります。

地域振興課からのお知らせ

自治会加入世帯限定『自治会優待カード』を知っていますか？

自治会優待カードを協賛店で見せると、割引や特典が受けられます。
このカードは令和3年2月にすべての自治会加入世帯に配布されました。
カードを持っていない・紛失された場合は、お住まいの地域の区・自治会長
にお問い合わせください。

自治会に加入したい方は‥・

左記の自治会加入申込フォームから申請を
お願いします。申請後、該当の区・自治会より
加入手続きの案内を行います。

【問合せ】 地域振興課 04-2964-1111（内線2142）

協賛店
一 覧
（市公式HP）

令和６年分所得税・令和7年度分市県民税申告受付日程

東金子地区センターを会場として、以下の日程で申告を行うことができます。
日 時 令和７年２月27日（木）、2月28日（金） 9:00～14:00の間
※8：30より前の来所はご遠慮いただきますようお願いします。
※駐車台数に限りがあります。お近くにお住まいの方は車での来所はご遠

慮ください。

市県民税の申告は、郵送で！

市県民税申告書は、昨年度に市県民税の申告をいただいた方を主対象とし、
令和7年２月頃に発送予定です。申告書の送付対象者でない方で、申告書の
送付をご希望の方は市民税課までお問い合わせください。

添付された資料（源泉徴収票各種保険料控除証明書など）は返却できません
ので、原本が必要な方は写しを添付してください。

送付先 〒358-8511 入間市役所市民税課

所得税の確定申告は、ｅ‐Ｔａｘで！

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用
すると、確定申告会場に出向かなくてもマイナンバーカー
ドを利用してｅ‐Ｔａｘで申告書を提出できます。マイナン
バーカードをお持ちでない方は、印刷して郵送で税務署に
提出することもできます。ぜひご自宅からｅ‐Ｔａｘをご利用
ください。 国税庁：確定申告書等作成コーナー↑

市民税課からのお知らせ

©埼玉県消費生活課

東金子地区センター設置の申告書などの残部状況について（1月2８日現在）
残部ゼロ ・内訳書（一般） ・内訳書（農業）

・内訳書（不動産） ・住宅控除の計算明細書

電子申請への移行に伴い、申請書等、税務署から支給される枚数に限りが
あります。

不足用紙については所沢税務署（04-2993-9111）にお問い合わせください。

https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/ekaneko_jhs/main/3236.html
https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/ekaneko_es/main/9342.html
https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/araku_es/main/9469.html
https://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/jumin_katsudo/jichikai_kuchokai/yutai/6100.html
https://logoform.jp/form/7Bob/137054
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl

